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＜視察行程＞ 

・ 三宅島上空から火口及び雄山概観 

・ 三池、神着地区の家屋被害 

・ 伊豆避難施設 

・ 三宅中学校 

・ 農地（西原）被害 

・ 阿古漁港 

・ 村営牧場 

・ 民宿 

 ＜視察後の記者会見（要旨）＞ 

  ・ 緑が回復し災害を意識させない場所もかなりあるが、火山ガスの影響を強く受け

ている場所もある。 

  ・ 火山ガスは、依然として放出が続いており、今後も同程度で推移すると予測され

ている。帰島については安全を基本に考える必要がある。仮に帰るとしても、三池

港や空港が火山ガスの影響で使えない場合のアクセスの確保や帰島後の生活なども

考えておく必要がある。 

村が一定の判断をすることになると思うが、都としても専門家の意見も聞きなが

ら必要な支援をしていきたい。 

・ 安全確保対策については、自らの命は自らが守るという「自助」、「共助」の考え

と行動があって初めて行政の施策が生きてくると考える。 
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